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月曜会メモ

第64回 （6.29) 司会翠川 修会員

各部局の状況報告の後，予定議題である過去 1

か年間に薬学部で行なわれた改•＇ 1'i.について薬学部

会員より次のような報告をうけた。

薬学部においては実施面での大きな変化はなか

ったが， 1年間の動きのうち，主なものとして次

の点があげられる。

1. 薬学部では大学の紛争が激化する以前より，

各講座の教授，または助教授で組織している教務

委員会において，カリキュラムの内容の倹討をす

でに始めていた。その結果をまとめて一般実習の

改善案を作成したが，なお種々の問題点が残って

おり，実施するには至らなかった。その後カリキ

ュラム全般を理念的方面からも検討する委員会を

作ることとなり，薬学部構成員各層より委員を出

し， カリキュラム委員会が発足したが，現在その

性格，規約などについて討議している。一方，教

務委員会では薬学教育の口標を考えつつ，最終的

に実施可能な改善案を作成すべく討議を亙ねてい

るが，まだ成案を得るに至っていない。

2. 本年4月に学部長の任期が満了とt.r.り，従来

の内規により学部長を決定し， 現在に至ってい

る。 しかし， その際の学部長候補者選与aにあた

り，従来の内規の改正を考慮する こととなり，制

度調査会を設けて検討したが；果を協議会（教授，

助教授，講師〉でまとめて一つのJi¥案を作った。

これに対する杭成貝の意見を求めたが，その内容

について十分な討議をするに至らず，時間的にも

間に合わなくなり，従来の内規により実施するこ
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ととなった。

3. 協議会，教度会，研究科会議の決定・jト項を教

官全員に知らせるため，報告の会を定j倒的に聞い

ている。

以上の報告に対し，薬学が閃述する学問分野の

範囲，薬学問有のカリキュラム，学部長候補者選

考内脱案の内容などについて二，三の1'l挺応答が

あった。

ついで1lli凶から議題に上っていた教授会公開に

ついて~1~~1；~1こ活発な討論が交わされた。

教民会の公開とは，1.審議すべき議題を前もっ

て公開する，2.教授会の生の審議を公開する，3.

教民会の議市録を公開する，などいろいろの解釈

も存伝するが，今回議論の中心になったのは，こ

の第2項，すなわち，教授会の生の審議について

の公開である。この数民会公開については，賛否

両論があった。

この方式の公開に対して否定的な立場をとる側

の主張は，次の通りである。

1. 教盛会に対し，その構成員とは互換性のない

階層が，交渉権を要求するのは至当であるが，同

時に，交渉相手たる教授会内の協議実況の傍聴を

要求するのは妥当とは思えない。

2. 教授会は，各構成員の忌聞のはい討論の場の

保障を要し，また， 「機関」と してのみ対外的に

立任を持つべきである。 したがって，拙成只の1！＼~

答責が完全に保障される 目途がえEい｜以り，公開さ

れるべきでないと思う。

3. 大学の木町に鑑み，教授会といえども，議定

によってその忠怨を統制してはならい。

議題に対する各構成員の見解は，本質的にはそ

の思想の発函であるから，多数決によって「見解」
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を議定することは，少数思想！を議定によって切り

捨てることを立l床し，この点はとくに位互に配慮

されねばならなし、。すなわち，議題に対する具体

的議定のみが可能であって，議定による「統一見

解」は，原則的に有るべきものてはなく，全構成

員の見解が全く同ーのときのみ「全員一致」の議

定が存在しうるに過ぎない。

教授会の公開は教授会に対して，いわゆる‘チ

ェック’を目的にしているのであり，また，いか

なる審議過程をへて議定に至るのかを明らかにす

ることを目的にしている。教授会における生の審

議の公聞は，発言の自由あるいは思想の自由の立

場を考慮して非常に慎重でなければならない。さ

らに，教授会の会議場の秩序の維持は，場合によ

って必ずしも完全に保障されるとはし、し、難く ，ま

た非常に多数の傍聴者の中では，教授会構成員個

人はいつも自由に発言しうるとは限らない点も考

慮されなければならない。

これに対して，公開に訂正的な立場の見解はつ

ぎの通りである。

ある組織体において，その組織の意志決定を行

なう機関は，少なくともその決定に基づき，’その

紘に沿って執行責任の一端を担う層に対して，意

志決定の過程を原則として公開すべきである。た

だし，上記機関の構成メンバーを組織体の構成員

が，何らかの方法で自己の責任において選出し，

そのメンパーを信頼して全権を委任することはあ

り得る。しかし，このような場合，そのメンパー

は定期的に信任を問われる必要があろう。

現在大学における意志決定は，各学部教授会に

おいてなされる。この教授会メンパーの選出は，

教授会によってなされており，他居の見解には少

なくとも形式的には無関係で、ある場合が多い。む

ろん教授会が他層の君、見を事前に十分間くことに

よって，その君、志決定にこれらのj百の意見を反映

させることは可能であるが，現実には，これらの

層の多くは自己の意見が正当に反映されていない

と感じている。それどころか，他居の君、見が教度

会での審議過程において考足立されたかどうかにつ

いて，疑問を抱く場合が多L、。

大学の管理，運営は，政党あるいは同好の士の

集団の管理，運営とは本質的に異なり，高度の専

門知識を必要とし，また構成員各自の思想の自由

が保障されるものでなければならない。この意味

において公開の方法，範囲等についてはJ慎重に考

慮されねばならないが，原則的には公開されるべ

きであると考える。

公開肯定の立場に立つ会員でも，教授会で取り

上げられる議題のすべてが，公開に適したもので

あるか，という点になると，大方の意見は非常に

慎重であった。 とくに人事を審議すべき教授会

は，候補者個人の人権問題にも深く関係してくる

ので，当然非公開で行なわれるべきであるとのべ

られたが，この意見にはおおむね賛成のようであ

った。

今後とも，教授会の公聞はL、ろいろの機会に問

題となる可能性が多いので，月曜会でも，さらに

この討議を深める必要があり，また大検委，各部

局あるいは各階層でそれぞれJi剣に検討されなけ

ればならない。 〈翠川修会員〉

第65回（7.6) 司会葛西普三郎会員

部局報告として教養部および農学部の近況，な

らびに経済学部から大学院入試に関し，現に官公

庁 ・企業に織を有する者の受験を認めないことに

なった事情などの報告があった。

ついで工学部の改革に関し，同学部会員から説

明があった。工学部はその規模がきわめて大き

く， かつ， その学問の分野も広範にわたってい

る。ゆえにその運営は教室によりかなりの相違が

あるが，各教室の自主性が尊重されている。

今年一年間の改革の主なものは次の通りであ

る。

1. 教育

(1) カリキュラムの改正は従来から教養，専門

を通じ科目に必修と選択の別があったがこの比

率について変更がみられた。これらの改正は教

室によって異なっているが，一般にその特徴は

必修を軽減あるいは削減し，主として標準配当

表からの選択を大幅に増やす傾向にある。

(2) 転学科については従来通りであるが，本年

に｜浪り特例措置として 2,3回生修了者の転学

科を認めた。

2. 制度

(1) 学部長選挙制度の改革については，改革委

員会の準備会が44年 3月に，改革委員会は同年
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12月に発足し，教授，助教授講師， 助手，職

員，院生，学生の六層の代表が参加し，現在討

論中である。選挙権を拡大する方向で改正を審

議し，改革案が正式に内規改正の手続きを完了

した時点で，現学部長を改選するということが

教授会で認められている。

(2) 改革準備会連絡会が学部長の提唱により設

けられ，工学部の改革の構想を具体的に検討

し，その発展を期することを目的としたもので

ある。教授，肪教授講師，助手からなる連絡会

を作り，懇談会の形で目下その会の持ち方につ

き検討中である。なおこの会は公開されてい

る。

(3) 従来教授のみで構成されていた各穐委員会

（教育制度委，紀要委〉に助教授を加えること

も行なわれている。

工学部における改革の焦点として，最も多くの

関心と論議を呼んだのは巨大組織の中での運営方

法についてであった。執行部からの意志の徹底と

他の層からの意見のすい上げについて，タイ．ムリ

ミットなどを考慮、した上で，最も適切で効果的な

方法が要求されている。

最後に学生部長から総長と同学会との交渉経過

などの近況報告があり意見の交換が行なわれた。

（葛西善三郎会員 ・佐々 岡平年会員〉

教養部改革の特別委員会発足

さきに，大学問題検討委員会が総長に答申した

「教養課程の改善について」は，総長の一試案と

して公表され，学内の各部局，各層の意見が求め

られてきた。この問題にもっとも関係の深い部局

である教養部では，この試案を審議するため， 10

名の委只からなる「教義課程問題検討委員会」を

発足させたが（京大広報No.31参照〉，同委員会

は，このほど，教養部教授会に対して次のような

答申を行なった。

すなわち，総長試案を実施案として検討するに

は，大学問題検討委員会の第一部会および第三部

会，とくに第一部会からなされるはずの答申をま

たねばならない。何故なら，教義課程は大学教育

全体のきわめて重要な一部であって，その位位づ

けないし改善の方向と内容は，大学全体との関連

においてのみ定まるからである。したがって，大

学全体についての改革構想が未だ示されていない

今日，総長試案をそれと切り離した形で早急に現

実化することは，かえって追を誤まることになる

かも知れなし、。

もちろん，このような問題と取り組むには，大

検委第一部会の答申符ちという受動的な態度だけ

では不十分であり，われわれ自身，長期的な展望

をもった大学の理念と，そこにおける教養部のあ

り方を，歴史的，現実的な視点から認識する必要

がある。そのために，新制大学充足以来，現在ま

で教養部のおかれた歴史的経過と現状，大学と救

護課程の理念，教義課程に対する社会的評価，教

養課程に対する大学人の認識と評価などについ

て，理念的，実際的な基礎資料を作成する特別委

員会を設置する必要がある。

以上の答申に基づき，教益百~iは， 7月2nの教

授会において，新たに10名の特別委員会委員を，

直緩選挙によって選出した。これによって，旧教

養課程問題検討委員会は発展的解消をとげ，今後

は，新しい特別委員会を中心に改革の問題が検討

されることになった。
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京都大学昭和 44 年度決算書

（国立学校特別会計）

歳入

款 項 目 ｜歳入予算額 ｜収納済歳入額i差引削減額 考

附属病院収入
円 円 円

附属病院収 入

附属病院収入 l, 153,548，α）（） l, 163,877,468 10,329,468 主として投カ日薬収入が見
込より増

授業料及入学検定料

授業料及入学検定料 231,192,000 222,987,791 ム 8,204,209 

授 業 華4 172,796,000 178,471,291 5,675,291 収納未済分の回収憎加

入学料及検定料 58,396,000 44,516，印O ム 13,879,500 入滅学少志願者が見込より

学 校財 産 処分収入

学校財産処分収入

学校財産処分収入 。 97,000 97,000 

雑 収 入

雑 収 入 263,246，αm 258,213,517 ム 5,032,483 

学校財産貸付料 5,431，αm 5, 811, 823 380,823 貸付｛’！＝数が玲i加

公務員宿舎貸付料 6,782,000 8,970,474 2, 188,474 ，， 

版権及特許権等収入 165,000 210, 000 45,000 

宅号 宿 事千 2, 163,000 l,585,200 ム 577,800 

入場料等収入 42, 778,000 32,688,405 ム 10,089,595 瀬観戸覧者臨が海見実験込所よ水り族減館少

用途指定寄附金受入 94,615,000 94,614,088 ム 912 

受託調査試験等収入 断増病理加検査検査等， ウイルス診40, 756,000 41,143,890 387,890 の受託件数が

弁償及違約金 64,000 103,429 39,429 

役場及演習林収入 51,548,000 52,800,454 1,252,454 増売払加lfl：数（数量〉等が

刊行物等売払代 6,225,000 6, 145,402 ム 79,598 

不m物品克払代 6,825,000 4,805,618 どL 2,019,382 売少主払数量が見込より減

雑 入 5,894，α）（） 9,334,734 3,440,734 として大利型用計負担算機金セ
ンターの が

'o企ヨ>. 計 1,647,986，。。。 1,645,175,776 ム 2,810,224 増加
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歳出

手：ト 目 ｜歳 出予算制 ｜刈 済成 同 ｜不 m 考

｜司 円 円
国 立 主L主／：－ 校 7,980,529,000 7,979,997,837 531, 163 

l[i般 員基本給 2,837,899，。。。 2,837, 791,009 107,99 

1[11( 日諸 手 当 l, 144,336，。。。 1, 144,288,088 47, 912 

超過勤務手当 85, 121,000 85, 120,623 377 

非常勤職只手当 38,927,000 38,926,870 130 

休職 者 給与 5, 106, 000 5, 105,921 79 

公務災：11rill f紅 白 2,049,000 2,047,305 1,695 

辺 職 手 ＝、＝，j 462,068,000 462,067,685 315 

傭 外 同 人給与 7,541,000 7,540, 190 810 

~ti ~』日 金 4,213,000 3,889,236 323, 764 主として中村¥5］矧別肌減｜リ山J，必少色が前i誌~v山IH他怯
が見込より

1決 u M< '1'i 61,276,000 61,276,000 。

受 託 研究旅 1'i 5, 211, 000 5, 211, 000 。

赴 任 i鼠 1~ 5,053,000 5,052,422 578 

タト ｜同 』友 1'i 5,892,000 5,890,486 1,514 

在 外 研究 J~ 旅 1'i 28,868,000 28, 825, 010 42,990 

一位 白Ii 等 j来 j伐 10,974,000 10,974,000 。

校 ~~ 2,657,554,000 2,657,553,999 1 

'f!・ 仁 託研究 7'1 22, 179,000 22, 178,830 170 

受託 研究 只 '1'i 6,449,000 6,449,000 。

土 地 辿物 仙料 2,689,000 2,688,280 720 

屯子計算機'1Ffl'i・料 363,619,000 363,618,972 28 

各 所 修 総 120,798,000 120,798,000 。

奨学交 付 金 94,615,000 94,614,088 912 

政村場交付及演金習林所在市町 101, 000 101,000 。

固付有金資産所在市町村交 3,788,000 3, 787,820 180 

交 ｜祭 費 520,000 520,000 。

賠償償i泣及払民金 3,683,000 3,682,003 997 

大学附 k~ 病院 2, 166,214,000 2, 161,414,919 4, 799,081 

If,＇~ よ4 )JS 本給 701, 723,000 701,491,288 231, 712 

q,jl( J.~ ；百 手 当 289,268,000 289, 036, 010 231,990 

超過 勤 務手当 110,368,000 110,368,000 。

非常勤職員手当 3,552,000 3,551,920 80 

；司j ゴ長 101, 000 101,000 。

l政 J....l 旅 '1'i 4,201,000 4,201,000 。
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科 目 I ~ ill予算額｜支出済歳出額｜不 用 額 ~iN 考

円 円 円
講 師 等旅費 196, 000 195,988 12 

校 担t 289, 172,000 289, 172,000 。

医 療 型i 563,652,000 563,652,000 。

医療機器整 vm'1'.i 74,550,000 74,549,900 100 

学 用 患 者 t主 53, 521,000 53,521,000 。

各 所 修 繕 14,666,000 14,666,000 。

忠 者 食粒i !JI( 51,995,000 47,707,783 4,287,217 患者数が予怨外に減少

生徒食私1Tl 9,249,000 9, 201, 030 47, 970 

大学 附置 研究所 2,601,938,000 2,601,745,439 192.561 

職員蓋 本給 759. 751,000 759, 708,264 42, 736 

職 .n ，；／＇；手 当 313,049,000 312,917, 154 131,846 

超過勤務手 ：~ 45,417,000 45,416,880 120 

非常勤 l隊員子当 2,044,000 2,043,380 620 

品Ii外国人給与 1,757,000 1, 740, 520 16,480 

;m ,m 金 465,000 465,000 。

町議 !.J. 1~ 27,542,000 27,541,996 4 

受託研究旅 1'( 120,000 120,000 。

タト 国 ~正 1'( 790,000 7卯，000 。

研究員等旅 11( 38,451,000 38,451,000 。

校 '1'.i 1,405,096，。。。 1,405,095,995 5 

受 託研究 11( 3. 127,000 3,127,000 。

土地主1!物借料 4,329,000 4,328,250 750 

施 設 整 耐Ii 1'1 2,203, 181,000 2,203, 180,990 10 前年度繰越額
252, 180,000円

設計監理謝金 9,067,000 9,067,000 。

施設施工旅費 4,356,000 4,355,990 10 

施設施工庁 Tl 2,471,000 2,471,000 。

施設整 制H 1'1 2, 177,868,000 2, 177,868,000 。 前年度繰越額
252, 180, 0001-9 

不動産購入 1'i 700,000 700,000 。

施設 災 古 ULILl 1'i 8, 719,000 8, 719, 000 。

1lii11'-IJ'.Hi1：他似
252wh80. 0001 'J 

翌年度繰越
dロ』 言十 14, 951. 862, 000 14,946,339,185 5,522.815 。円
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